
 
 

平成 29 年度  

『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上 

の諸課題に関する調査』 

 

○暴力行為 

○いじめ 

○長期欠席（不登校等） 

○高等学校中途退学 

 

   

※いじめ、長期欠席については長野県調査を含む 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 11 月     

心の支援課 



心の支援課

23 24 25 26 27 28 29

42 43 34 16 64 69 166

26 1           ▲9         ▲18 48 5 97

県 0.3 0.4 0.3 0.1 0.6 0.6 1.5

全国 1.0 1.2 1.6 1.7 2.6 3.5 4.4

409 249 267 189 191 165 206

        ▲87       ▲160 18 　　　　▲78 2         ▲26 41

県 6.4 3.9 4.2 3.0 3.1 2.7 3.5

全国 10.9 10.7 11.3 10.1 9.5 8.8 8.5

241 192 170 133 120 155 145

　　　　▲29 　　　　▲49 　　　　▲22 　　　　▲37 　　　　▲13 35 　　　　▲10

県 4.0 3.2 2.6 2.1 1.9 2.5 2.3

全国 2.8 2.8 2.3 2.0 1.9 1.8 1.8

692 484 471 338 375 389 517

　　　　▲90 　　　 ▲208 　　　　▲13 　　　 ▲133 37 14 128

県 2.8 2.0 1.9 1.4 1.6 1.7 2.2

全国 4.0 4.1 4.3 4.0 4.2 4.4 4.8

１  校種別発生件数及び発生率の推移 

年　　度

小
学
校

発生件数（件）

前年度増減
発
生
率

中
学
校

発生件数（件）

前年度増減
発
生
率

高
等
学
校

発生件数（件）

前年度増減
発
生
率

　　　４　発生率：児童生徒1,000人当たりの暴力行為発生件数（暴力行為発生件数/全児童生徒数×1,000）

合
計

発生件数（件）

前年度増減
発
生
率

（注）１　調査名：文部科学省「平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

　　　２　高等学校においては、平成25年度から全日制・定時制課程に加え、通信制課程を調査対象とした。

　　　３　平成29年度調査対象校：県内国公私立・小中高等学校675校
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・ 県内国公私立の小中高等学校の児童生徒が起こした暴力行為の発生件数は、小学校166件（前年
度比97件増）、中学校206件（前年度比41件増）、高等学校145件（前年度比10件減）である。

年度

平成29年度 暴力行為の状況について
（国公私立・小中高等学校）



２ 校種別・内容別件数　　

27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29

7 15 25 30 45 118 2 1 2 25 8 21 64 69 166

27 14 20 104 115 115 5 1 3 55 35 68 191 165 206

6 10 9 80 67 89 8 13 4 26 65 43 120 155 145

40 39 54 214 227 322 15 15 9 106 108 132 375 389 517
（注）　器物損壊は､ 校内のみを集計　

３　現状と取組の方向性

（１）現状

　・ 発生件数は、小学校・中学校が増加し、高等学校が減少

  ・ 内容別では「対教師暴力」「生徒間暴力」「器物破損」が増加

  ・ いじめの認知件数の増加とともに、生徒間暴力として計上されることが増加

　 　・ 校種別の発生率では、国の発生率に比べ、小学校・中学校は低く、高等学校は高い

（２）取組の方向性

　① より深い児童生徒理解と信頼関係の構築

　　・本人の特性の理解と問題行動のサインをつかむための児童生徒との信頼関係の構築

　② 人権感覚・規範意識を育てるための教育活動の充実

　　・公正・公平、遵法精神、公徳心、相互理解などをテーマに取り入れた道徳教育の充実

　　・スクールサポーターなど地域人材を活かした非行防止教室の実施

    ・地域での体験活動やボランティア活動等による自己有用感の醸成

　③ 教育相談体制の充実による暴力行為の前兆の発見や早期対応

　　・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による相談支援体制の充実

　　・校内における指導方針の共有と指導体制の確立

暴力行為は、「いかなる理由からも認められない、許されない行為である」と暴力を明確に否定し、
「暴力は人権の侵害であり人権尊重の精神に反する」との認識を全教職員が共有し、学校におけ
る一致協力した取組をすすめる。

　　・日頃から、家庭、地域、関係機関（警察、児童相談所、保護観察所、家庭裁判所等）
　　　との一層の連携の促進

       ・ 県の発生率は国の発生率に比べて低い

　〔単位：件〕
　　　　　 内容
 校種

対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊 合　計

年　　度

小 学 校

中 学 校

高 等 学 校

計

・形態別は、「対教師暴力」が54件（前年度比15 件増）、「生徒間暴力」が322件（前年度比95件増）、
「対人暴力」が９件 （前年度比６件減）、「器物損壊」が132件（前年度比24件増）となっている。



平成29年度　　いじめの状況について

心の支援課

１　校種別認知件数及び認知した学校数の推移(国公私立・小中高特別支援学校)

　

　 年度 23 24 25 26 27 28 29

認知した学校数（公立） 140 205 141 142 213 284 300

認知件数（件） 335 907 670 674 823 3,016 3,988

前年度増減（件） 　　 ▲77 572 　　▲237 4 149 2,193 972
認知した学校数（公立） 96 133 111 113 132 154 163

認知件数（件） 448 850 628 710 625 1,017 1,091

前年度増減 　　 ▲37 402 　　▲222 82 　　 ▲85 392 74
認知した学校数（公立） 45 57 51 42 48 58 60

認知件数（件） 130 181 132 138 108 158 214

前年度増減（件） 　　 ▲38 51 　　 ▲49 6 　　 ▲30 40 56
認知した学校数（公立） 1 5 7 5 7 6 8

認知件数（件） 1 22 25 23 11 23 36

前年度増減（件） 　　　▲1 21 3 　　　▲2 　　 ▲12 12 13
認知した学校数（公立） 282 400 310 302 400 502 531

認知件数（件） 914 1,960 1,455 1,545 1,567 4,214 5,329

前年度増減（件） 　  ▲153 1,046 　  ▲505 90 22 2,647 1,115

県 3.7 8.0 5.9 6.3 6.5 17.8 22.8
全国 5.0 14.3 13.4 13.7 16.5 23.8 30.9

(注)  

 

3  平成29年度調査対象校：県内国公私立、小中高特別支援学校計714校　  　

1  調査名：文部科学省「平成29年度児童生徒の問題行動･不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

　　　　 ：長野県調査「平成29年度いじめの状況調査」

2  高等学校においては、平成25年度から全日制・定時制課程に加え、通信制課程を調査対象とした。

・平成28年度調査より新たに「けんかやふざけ合い」も児童生徒の感じる被害性に着目、認
　知することになった。心身の発達段階で友人との遊びや学習活動の中で衝突を繰り返し、
　折り合いをつけていくことを体験することの多い小学校での認知件数が増加してきている。
・国・公・私立の小・中・高等学校のおけるいじめの認知件数は、小学校3,988件（前年度比
  972件増）、中学校1,091件（前年度比74件増）、高等学校214件（前年度比56件増）、特別
  支援学校36件（前年度比13件増）である。
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２　いじめ認知件数の学年・男女別内訳（公立）　　　 　〔単位：件〕

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

 小学校 435 316 400 343 339 252 403 278 364 282 316 243 2,257 1,714

 中学校 326 229 190 153 88 92 604 474

 高等学校 63 53 33 18 13 18 109 89

 小学部 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

 中学部 0 0 0 0 0 0 0 0

 高等部 13 2 6 4 8 2 27 8

2,998 2,285

３　いじめ発見のきっかけ（公立） 〔単位：件、％〕

県 全国

32.2 18.0

27.1 52.8

14.6 10.2

13.0 11.1

6.7 3.4

2.8 2.3

2.4 1.4

0.7 0.4

0.3 0.2

0.1 0.1

0.1 0.2

0.0 0.1

100 100

４　いじめの態様　（複数回答）(公立)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔単位：件、％〕

県 全国

58.9 62.3

21.3 21.0

12.7 14.1

6.1 7.6

6.1 5.8

5.1 5.8

2.9 3.0

0.8 1.2

4.5 4.2

118.4 125.0

　    （注）構成比については、各区分における「いじめ認知件数の総数」に対する割合を示す。

198

特
別
支
援
学
校

1

0

35

６年 合計

計

3,971

1,078

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

合　　　　　　　　　　　　　　　　計 5,283

区　　　　　　　　　　分 小学校 中学校 高等学校
特別支援

学校
計(件)

構成比％

アンケート調査などの学校の取組により発見　 1,107 301 25 0 1,433

本人からの訴え 1,273 321 100 9 1,703

学級担任が発見 552 101 9 22 684

本人の保護者からの訴え 567 177 24 3 771

学級担任以外の教職員が発見 76 59 10 1 146

他の児童生徒からの情報 267 70 17 1 355

養護教諭が発見 17 17 5 0 39

他の保護者からの情報 96 21 7 0 124

地域の住民からの情報　 5 1 0 0 6

学校以外の関係機関からの情報 9 8 0 0 17

5,283

その他（匿名による投書など） 1 0 0 0 1

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等の外部の相談員が発見 1 2 1 0 4

　    （注）構成比については、各区分における「いじめ認知件数の総数」に対する割合を示す。

区　　　　　　　　　　分 小学校 中学校 高等学校
特別支援

学校

計 3,971 1,078 198 36

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 914 178 27 6 1,125

計(件)
構成比％

冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 2,284 706 103 18 3,111

嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 243 59 17 1 320

仲間はずれ、集団による無視をされる。 498 158 15 0 671

ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 208 49 7 7 271

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 229 71 20 2 322

金品をたかられる。 27 13 4 0 44

パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。 20 82 45 6 153

計 4,613 1,353 247 41 6,254

その他 190 37 9 1 237



５　いじめの現在の状況(国公私立・小中高特別支援学校) 〔単位：件、％〕

県 全国

4,674 87.7 85.8

638 12.0 13.9

17 0.3 0.3

5,329 100.0 100.0

＊解消しているもの…３ヶ月を目安とした相当期間いじめの行為が止んでいる状態

６　「地方いじめ防止基本方針」策定状況　(県内77市町村　H30年３月31日現在)

棒グラフ内の数は市町村数を示す

・国（90.2％）に比べ、低い策定率である。

計

・学年別のいじめの認知件数は、小学校１年生、小学校2年生の順に多い。男女別では小学校
　1年生男子、小学校４年生男子の順に多い。

･いじめ発見のきっかけでは、「本人からの訴え」32.2％、「アンケート調査など学校の取組により
 発見」27.1％の順に多い。

･いじめの態様では「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」58.9％、
 「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」21.3％の順に多い。

・いじめの現在の状況では、87.7％が解消されている。

・「地方いじめ防止基本方針」を策定済みの市町村は50市町村（64.9%）。前年度比11市町村増。

その他(保護者の転居等で一定の人間関係が解消）

区　　　分 件     数
構成比％

解消しているもの＊

解消に向けて取り組み中

50 23 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本県

策定済 策定予定 策定を検討中 予定なし

1572 130 41

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

策定済 策定予定 策定を検討中 予定なし



７  現状と取組の方向性        

           

（１） 現状            

・いじめの認知件数、認知校数は、すべての校種において増加        

・いじめ防止対策推進法に則ったいじめの積極的な認知が進み、認知件数は 1,115 件増加 

           

（２）取組の方向性         

          

 

 

 

① いじめが起きにくい・いじめを許さない集団づくり（未然防止の取組）    

・道徳の特別教育化の趣旨を踏まえた、いじめ防止教育の徹底     

・児童会・生徒会活動等による児童生徒の自主的・主体的取組の推進（いじめ防止子どもサミッ

ト NAGANO）         

・インターネット利用における情報モラル教育や生徒による自主的なルールづくりの推進（高校

生 ICT カンファレンス長野）      

 

②いじめが重大な事態に発展することを防ぐ（早期発見・早期対応の取組）    

 ・積極的ないじめの認知と、組織による適切な対応を継続     

※重大な事態に発展しないよう、すべての教職員が「いじめ防止対策推進法」における「いじ

めの定義」を再確認し、軽微ないじめであっても積極的に把握し、初期対応に心がける 

     ※学級担任だけでなく複数の職員の目で見守る校内体制の整備を推進 

   ・相談しやすい体制の充実          

※「スクールカウンセラー事業」の拡充による予防的な支援および学校外で相談を受ける体制   

の検討 

    ※「SOS の出し方に関する教育」の推進 

    ※SNS（LINE 等）の活用により、「相談したい気持ち」に応える相談体制の本格実施 

             

③「重大事態」への対応          

・いじめの「重大事態」が疑われるときは、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（平

成 29年３月文科省）、「不登校重大事態に係る調査の指針」（平成 28 年３月文科省）に基づく適

切な対応 

・被害（加害）児童生徒及びその保護者に対するきめ細やかな支援（指導・助言）  

 

④各自治体における「地方いじめ防止基本方針」の策定の推進                 

 ・各自治体は「いじめ防止基本方針」を策定し、その地域の実情に応じ適切な対応を進めていく

県は策定が進んでいない自治体に対し、今後も指導助言を行う    

いじめは「どの学校にも、どのクラスにも、どの子どもにも起こりうる」ととらえ、『長野県

いじめ防止等のための基本方針』（平成 30年 3月改定）に基づき、いじめの積極的認知を進めて、

いじめ解決のため適切に対処する。   



平成29年度　長期欠席の状況について

　
１　長期欠席(年間30日以上欠席）児童生徒数及び在籍比の推移（国公私立・小中学校）

23 24 25 26 27 28 29

1,193 1,099 1,144 1,215 1,208 1,311 1,378

▲69 ▲94 45 71 ▲７ 103 67

病気 259 275 274

経済的理由 0 0 0

不登校 434 396 452 540 541 530 706

その他 408 506 398

県（％） 0.98 0.92 0.97 1.05 1.06 1.18 1.26

全国（％） 0.79 0.80 0.83 0.88 0.96 1.03 1.12

2,473 2,412 2,547 2,598 2,539 2,651 2,678

▲90 ▲61 135 51 ▲59 112 27

病気 440 429 483

経済的理由 1 0 0

不登校 1,682 1,650 1,678 1,633 1,668 1,689 1,881

その他 430 533 314

県（％） 3.87 3.79 4.05 4.17 4.12 4.37 4.54

全国（％） 3.42 3.42 3.55 3.61 3.79 4.06 4.31

(注)１　調査名：文部科学省「平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

　　　　　　　：長野県調査「長期欠席児童生徒の状況報告書（年間）調査①」

　　２　調査対象：県内国公私立・小中学校569校

心の支援課
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小学校在籍比（％） 中学校在籍比（％）

28年度調査までは欠席理由が二つ以上ある（例えば「病気」と「不登校」）者は、長期欠席の区分「その他」

に分類したが、29年度調査から、欠席理由が二つ以上ある場合、主な理由を一つ選び、「病気」「経済的理由」

「不登校」「その他」（家庭の事情等）のいずれかに分類するよう変更になった。

長期欠席の状況の実態を把握することにより支援等につなげていくため、主たる理由を明確にするようにな

った。



23 24 25 26 27 28 29

434 396 452 540 541 530 706

▲ 64 ▲ 38 56 88 1 ▲11 176

県（％） 0.36 0.33 0.38 0.47 0.48 0.48 0.64

全国（％） 0.33 0.31 0.36 0.39 0.42 0.47 0.54

1,682 1,650 1,678 1,633 1,668 1,689 1,881

▲ 75 ▲ 32 28 ▲45 35 21 192

県（％） 2.63 2.60 2.67 2.62 2.71 2.79 3.19

全国（％） 2.64 2.56 2.69 2.76 2.83 3.01 3.25

2,116 2,046 2,130 2,173 2,209 2,219 2,587

▲ 139 ▲ 70 84 43 36 10 368

県（％） 1.14 1.12 1.18 1.22 1.26 1.29 1.53

全国（％） 1.12 1.09 1.17 1.21 1.26 1.35 1.47

646 701 674 664 703 687 648

▲ 86 55 ▲27 ▲ 10 39 ▲16 ▲39

県（％） 1.07 1.16 1.14 1.12 1.19 1.17 1.11

全国（％） 1.68 1.72 1.67 1.59 1.49 1.46 1.51

人数（人）

在
籍
比

（注）１　調査名：文部科学省「平成29年度児童生徒の問題行動･不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

前年度増減
在
籍
比

２　 不登校児童生徒数及び在籍比の推移(国公私立・小中高等学校) 

合
　
計

人数（人）

前年度増減
在
籍
比

人数（人）
中
学
校

前年度増減

在
籍
比

小
学
校

年　　度

人数（人）

　　　２　調査対象：県内国公私立・小中高等学校684校

・不登校児童生徒数は、前年度に比べ小学校176人増加、中学校192人増加、高等学校39人減少した
・不登校児童生徒在籍比は、前年度に比べ小学校で0.16ポイント、中学校0.4ポイント増加、
　高等学校0.06ポイント減少した。
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児
童
生
徒
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人
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年度

小学校不登校児童数（人） 中学校不登校生徒数（人）
小学校在籍比（％） 中学校在籍比（％）



３　不登校の要因 　

（１）小学校　(公立)

い
じ
め

い
じ
め
を
除
く
友

人
関
係
を
め
ぐ
る

問
題

教
職
員
と
の
関
係

を
め
ぐ
る
問
題

学
業
の
不
振

進
路
に
係
る
不
安

ク
ラ
ブ
活
動
・
部

活
動
へ
の
不
適
応

学
校
の
き
ま
り
等

を
め
ぐ
る
問
題

入
学
・
転
編
入

学
・
進
級
時
の
不

適
応

703 5 162 30 245 12 1 18 55 430 64

(100) (0.7) (23.0) (4.3) (34.9) (1.7) (0.1) (2.6) (7.8) (61.2) (9.1)

91

(12.9)

3

(0.4)

174

(24.8)

309

(44.0)

126

(17.9)

い
じ
め

い
じ
め
を
除
く
友

人
関
係
を
め
ぐ
る

問
題

教
職
員
と
の
関
係

を
め
ぐ
る
問
題

学
業
の
不
振

進
路
に
係
る
不
安

ク
ラ
ブ
活
動
・
部

活
動
へ
の
不
適
応

学
校
の
き
ま
り
等

を
め
ぐ
る
問
題

入
学
・
転
編
入

学
・
進
級
時
の
不

適
応

1,853 5 556 47 762 167 71 42 181 759 151

(100) (0.3) (30.0) (2.5) (41.1) (9.0) (3.8) (2.3) (9.8) (41.0) (8.1)

285

(15.4)

39

(2.1)

528

(28.5)

786

(42.4)

215

(11.6)

分類別人数（人）
割合（％）

本
人
に
係
る
要
因

｢学校における人間関係｣
に課題を抱えている 3 70 15

〔単位：人、％〕

割
合

（
％

）

分
類
別
人
数

(

人

)

学校に係る状況
家
庭
に
係
る
状
況

左
記
に
該
当
な
し

「あそび・非行」の傾向
がある 1 2 1

16 1 3 9 36

2

「無気力」の傾向がある 17 2 75 3 2 9 136 14

「不安」の傾向がある 1 65 9 115 6 1

3 5 102 13

 ・小学校の不登校の要因を「本人に係る要因」でみると、「『不安』の傾向がある（44.0％）」と「『無気力』の傾向がある
　（24.8％）」で68.8％を占める。「不安」の傾向がある児童のうち、この理由として「家庭に係る状況」「学業の不振」が多い。

10 32 154 37

「その他」 8 4 38 2

分類別人数（人）
割合（％）

本
人
に
係
る
要
因

｢学校における人間関係｣
に課題を抱えている 5 236 31

（２）中学校　（公立） 〔単位：人、％〕

割
合

（
％

）

分
類
別
人
数

(

人

)

学校に係る状況
家
庭
に
係
る
状
況

左
記
に
該
当
な
し

7

「あそび・非行」の傾向
がある 3 21 1 2 15 2

61 14 19 4 17 79

28 1

「無気力」の傾向がある 72 6 298 39 14 7 28 270 37

「不安」の傾向がある 220 9 330 102 31

5 2 21 140 28

 ・中学校の不登校の要因を「本人に係る要因」でみると、「『不安』の傾向がある（42.4％）」と「『無気力』の傾向がある
  （28.5％）」で70.9％を占める。「不安」の傾向がある生徒のうち、この理由として「学業の不振」「家庭に係る状況」が多い。

14 113 242 78

「その他」 25 1 52 11

学校、家庭

に係る要因

〔複数回答〕

本人に係る要因

学校、家庭

に係る要因

〔複数回答〕

本人に係る要因



（３）高等学校　（公立）

い
じ
め

い
じ
め
を
除
く
友

人
関
係
を
め
ぐ
る

問
題

教
職
員
と
の
関
係

を
め
ぐ
る
問
題

学
業
の
不
振

進
路
に
係
る
不
安

ク
ラ
ブ
活
動
・
部

活
動
へ
の
不
適
応

学
校
の
き
ま
り
等

を
め
ぐ
る
問
題

入
学
・
転
編
入

学
・
進
級
時
の
不

適
応

506 2 116 5 136 99 20 17 46 108 120

(100) (0.4) (22.9) (1.0) (26.9) (19.6) (4.0) (3.4) (9.1) (21.3) (23.7)

85

(16.8)

17

(3.4)

120

(23.7)

199

(39.3)

85

(16.8)

４　小中高等学校における学年別不登校児童生徒数と在籍比　　（公立）

1853 703

分類別人数（人）
割合（％）

本
人
に
係
る
要
因

｢学校における人間関係｣
に課題を抱えている 2 65 3

〔単位：人、％〕

割
合

（
％

）

分
類
別
人
数

(

人

)

学校に係る状況　
家
庭
に
係
る
状
況

左
記
に
該
当
な
し

2

「あそび・非行」の傾向
がある 2 8 4 4 1

10 6 6 6 5 6

5 6

「無気力」の傾向がある 15 1 49 20 4 15 24 32

「不安」の傾向がある 31 1 63 65 10

4 1 6 34 36

 ・高等学校の不登校の要因を「本人に係る要因」でみると、「『不安』の傾向がある（39.3％）」と「『無気力』の傾向がある
　（23.7％）」で63.0％を占める。「不安」の傾向がある生徒のうち、この理由として「進路に係る不安」「学業の不振」が多
　 い。

2 19 39 44

「その他」 3 6 4

（注）１　調査名：（注１）調査名：長野県調査「平成29年度長期欠席児童生徒の状況報告書(年間)調査①」、「平成29年度生徒在籍動向等調査」その③

（注１）調査名：長野県調査「平成29年度長期欠席児童生徒の状況報告書(年間)調査①」、「平成29年度生徒在籍動向等調査」その③

（注２）調査対象：県内公立小中高等学校651校

（注３）　「学校，家庭に係る要因（区分）」については複数回答。「本人に係る要因（分類）」で回答した要因の理由として考えられるものを「学校に係る状況」
         「家庭に係る状況」より全て選択。なお，学校及び家庭に係る状況に当てはまるものがない場合は「左記に該当なし」を選択。

　　　２　調査対象：県内公立小中高等学校651校　高等学校の4年生、単位制の人数は除く

　　　３　学年在籍比（％）＝学年不登校児童生徒数／学年児童生徒数×100

  ・不登校児童生徒数では、小学校では６年生が最も多く、中学校で３年生が最も多くなっている。
　・不登校在籍比では、小学校では６年生が最も高く、中学校で２年生が最も高くなっている。
  ・高等学校では、学年が上がるにつれて、不登校数及び在籍比が減少している。
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　（１）不登校児童生徒欠席状況(国公私立･小中学校)

Ｃ
うち，出席日数が

０日の者

県人数（人） 706 274 39 12
県割合（％） (51.2) (19.9) (2.8) (0.9)

全国割合（％） (48.3) (22.0) (3.3) (1.3)
県人数（人） 1,881 1,073 160 36
県割合（％） (70.2) (40.1) (6.0) (1.3)

全国割合（％） (75.4) (47.1) (9.5) (3.0)
県人数（人） 2,587 1,347 199 48
県割合（％） (63.8) (33.2) (4.9) (1.2)

全国割合（％） (66.4) (38.7) (7.4) (2.4)
(注）割合（%)は、長期欠席者数におけるＡ～Dの割合。［A/D (%)、B/D(%)、Ｃ/D(%)］ は、国と同様の計算方法。

(注）国のグラフは国公私立を合わせた値

５．児童生徒の欠席状況　

不登校
D

県長期
欠席者数

 Ａ
うち，90日以上
欠席している者

Ｂ
うち，出席日数が
10日以下の者

小学校 1,378

中学校 2,678

小中合計 4,056

　（２）平成27年度～29年度　不登校児童生徒　欠席日数別構成比(公立)

(注）調査名：長野県調査「平成29年度長期欠席児童生徒の状況報告書（年間）調査①」
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（単位：人、％） 

2,188 人

・卒業した中 3 不登校生徒 

・29 年度解消した不登校児童生徒 

           合計８７１人 

 

（単位：人、％） 

６．継続・新規不登校児童生徒数(公立)              

 ＜図１：不登校児童生徒数の構成＞              

【平成 28 年度】                               【平成 29 年度】
 

   

                                      

 

不登校 

児童生徒数  

  

 

 

 

 

＜表１ 小中学校における継続・新規不登校児童生徒数の推移＞ 

  
                

＜表２ 学年別継続・新規不登校児童生徒数 > 

 

（注）1 調査名：長野県調査「平成 29 年度長期欠席児童生徒の状況報告書（年間）調査①」 

2 調査対象：県内公立・小中学校 553 校 

 

  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 ５年間平均 

小学校 

 不登校児童数（Ａ＋Ｂ） 448 533 537 526 703 549 

前年度から継続している不登校数 124 151 234 252 280 208 

（Ａ）  （構成比） 27.7% 28.3% 43.6% 47.9% 39.8% 37.9% 

 新たな不登校児童数 324 382 303 274 423 341 

（Ｂ）   72.3% 71.7% 56.4% 52.1% 60.2% 62.1% 

中学校 

 不登校生徒数（Ａ’＋Ｂ’） 1,646 1,605 1,640 1,662 1,853 1,681 

前年度から継続している不登校数 874 732 922 950 1,037 903 

 （Ａ’）  53.1% 45.6%  56.2% 57.2% 56.0% 53.7% 

 新たな不登校生徒数 772 873 718 712 816 778 

 （Ｂ’）  46.9% 54.4% 43.8% 42.8% 44.0% 46.3% 

小学校 

中学校 

合  計 

 不登校児童生徒数（Ａ”＋Ｂ”） 2,094 2,138 2,177 2,188 2,556 2,231 

前年度から継続している不登校数 998 883 1,156 1,202 1,317 1,111 

 （Ａ”）  47.7% 41.3% 53.1% 54.9% 51.5% 49.8% 

 新たな不登校児童生徒数 1,096 1,255 1,021  986 1,239 1,120 

（Ｂ”）   52.3% 58.7% 46.9% 45.1% 48.5% 50.2% 

平成 29 年度  小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

学年別不登校児童生徒数 41 50 104 131 165 212 468 684 701 

継続不登校児童生徒数 - 12 41 52 64 111 159 362 516 

 （構成比） - 24.0% 39.4% 39.7% 38.8% 52.4% 34.0% 52.9% 73.6% 

新たな不登校児童生徒数 - 38 63 79 101 101 309 322 185 

 （構成比） - 76.0% 60.6% 60.3% 61.2% 47.6% 66.0% 47.1% 26.4% 

 

 

 

 

  

継続 

1,317 人

（51.5%） 

 

・平成29年度の小中学校合計における新たな不登校児童生徒数の構成比は48.5.％である。 （平成28年度より3.4％増） 

・学年では、小学校２年生が76.0％、中学校では１年生が66.0％で最も高くなっている。 
 

・継続した不登校児童生徒 

新たな 

不登校 

 1,239 人 

（48.5%） 

 
不登校 

児童生徒数 

２,５５６人 



７ 現状と取組の方向性 

（１）現状 

・平成 29年度長期欠席児童生徒は、小学校・中学校で増加 

  ・不登校児童生徒数は小学校・中学校で増加、高等学校で減少 

・不登校在籍比は小学校・中学校で増加、高等学校では減少 

 

（２）取組の方向性    ～「長野県子ども・若者支援総合計画」に基づく包括的な支援～  

  

 

 

  

【「新たな不登校を生まない」という視点に立った教育実践の見直し】                 

⇒ 安心・安全な「楽しい学校」づくり    

①すべての子どもにとって「自分の居場所」がある学校づくり 

・一人ひとりの児童生徒がよさや個性を生かして活躍できる場や機会の設定 

②一人一人の子どもが生き生きと学ぶ授業づくり 

  ・授業のユニバーサルデザイン化により個人の持っている力が発揮できる授業 

・「授業がもっとよくなる３観点」を意識した「分かる」授業 

 ③児童生徒理解の推進 

・子どもの立場からの客観的かつ総合的に情報を整理 

・組織として過去の欠席状況等の把握を徹底 

④学校における相談体制の構築 

・子どもが安心して SOS を発信できる仕組作り 

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等によるスクリーニング等、早期発見・早

期支援の取組 

⑤インターネット適正利用の推進 

・「インターネットの安全な利用に関する共同メッセージ」等活用した情報モラル教育の推進 

・「青少年インターネット適性利用推進協議会」による適正利用の推進  

 

【不登校が長期化している児童生徒の社会的自立に向けた支援の充実】                

   ⇒ それぞれの居場所での支援、「学び」の確保 

①個々の児童生徒に応じた支援、家庭への支援 

・「教育的」「心理的」「福祉的」視点からの適切な支援 

※スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの支援拡充（心の支援課） 

※「子ども・若者支援地域協議会」での関係機関による連携した支援（次世代サポート課） 

※生活困窮家庭の不登校等の子どもへの学習支援（地域福祉課） 

※「信州子どもカフェ」での支援（こども・家庭課、次世代サポート課） 

 『不登校未然防止および不登校児童生徒への支援のための行動指針』（平成 30年 3月）に基 

 づき、個々の不登校児童生徒（長期欠席児童生徒）の状況に応じた必要な支援を推進する。 



※要保護児童対策地域協議会の活用 

②多様で適切な教育機会の確保 

・中間教室（教育支援センター）の機能強化。中間教室からのアウトリーチを進め、地域における

不登校児童生徒支援の中核的役割へ 

・フリースクールを運営する民間団体との情報連携(次世代サポート課、心の支援課)  

③切れ目ない情報共有と支援 

・関係機関との情報共有、学校間の引継ぎ 

・「児童生徒理解・教育支援シート」の作成による切れ目ない情報共有 

 

『不登校への支援について考える』（不登校への対応の手引 改訂版）の活用の推進           

・自校における不登校支援の課題について整理し、児童生徒の実態にあった支援。本手引を活用し各

校での研修を実施 



〔資料〕 市郡別不登校児童生徒数在籍比の推移及び29年度長期欠席者数在籍比

年度 年度

市郡 人数
(人）

在籍比
（％）

人数
（人）

在籍比
（％）

人数
（人）

在籍比
（％）

人数
(人）

在籍比
（％）

市郡 人数
(人）

在籍比
（％）

人数
(人）

在籍比
（％）

人数
（人）

在籍比
（％）

人数
(人）

在籍比
（％）

1 小諸市 7 0.32 7 0.31 12 0.54 50 2.25 1 小諸市 35 2.96 44 3.87 53 4.82 81 7.36

2 佐久市 30 0.56 32 0.61 40 0.76 62 1.18 2 佐久市 55 2.07 56 2.07 96 3.61 118 4.44

3 上田市 40 0.47 41 0.49 35 0.43 110 1.34 3 上田市 130 3.00 131 3.01 128 2.99 195 4.56

4 東御市 6 0.37 4 0.25 5 0.31 12 0.75 4 東御市 23 2.62 28 3.19 25 2.94 30 3.53

5 伊那市 37 0.94 10 0.26 14 0.37 40 1.06 5 伊那市 38 1.85 41 1.99 53 2.60 73 3.58

6 駒ヶ根市 9 0.48 2 0.11 4 0.23 11 0.62 6 駒ヶ根市 24 2.36 33 3.25 31 3.19 54 5.56

7 岡谷市 1 0.04 2 0.07 13 0.50 30 1.15 7 岡谷市 12 0.82 9 0.67 37 2.83 69 5.28

8 諏訪市 12 0.45 9 0.35 8 0.31 31 1.22 8 諏訪市 28 2.07 24 1.81 16 1.27 76 6.02

9 茅野市 2 0.06 1 0.03 21 0.70 53 1.76 9 茅野市 10 0.60 8 0.49 59 3.69 89 5.57

10 飯田市 32 0.57 33 0.59 34 0.62 73 1.33 10 飯田市 70 2.27 92 3.05 88 3.02 141 4.84

11 松本市 88 0.69 87 0.68 121 0.96 166 1.32 11 松本市 235 3.70 242 3.95 258 4.34 323 5.44

12 塩尻市 14 0.40 28 0.82 20 0.58 49 1.43 12 塩尻市 38 2.09 57 3.16 45 2.57 86 4.92

13 大町市 10 0.76 7 0.57 12 1.03 14 1.20 13 大町市 19 2.49 29 3.78 44 5.99 49 6.67

14 安曇野市 23 0.44 28 0.55 33 0.66 69 1.37 14 安曇野市 93 3.24 72 2.55 76 2.78 94 3.44

15 長野市 97 0.48 75 0.38 139 0.71 221 1.13 15 長野市 328 3.24 285 2.85 312 3.17 467 4.75

16 須坂市 11 0.40 9 0.33 17 0.63 25 0.92 16 須坂市 59 3.92 42 2.82 40 2.93 61 4.46

17 中野市 8 0.33 6 0.26 12 0.52 20 0.87 17 中野市 39 2.78 42 3.15 41 3.27 49 3.91

18 飯山市 2 0.19 8 0.80 3 0.31 6 0.63 18 飯山市 6 1.03 6 1.05 11 2.05 12 2.24

19 千曲市 10 0.32 16 0.52 17 0.57 22 0.74 19 千曲市 51 2.92 50 2.89 61 3.64 69 4.11

20 南佐久郡 2 0.17 4 0.36 9 0.81 17 1.52 20 南佐久郡 12 2.31 11 2.20 3 0.66 6 1.31

21 北佐久郡 21 0.92 16 0.72 20 0.91 62 2.83 21 北佐久郡 31 2.78 39 3.62 47 4.41 68 6.38

22 小県郡 0 0.00 1 0.20 1 0.21 3 0.62 22 小県郡 2 1.33 2 1.48

23 上伊那郡 20 0.43 27 0.58 25 0.54 40 0.86 23 上伊那郡 85 3.45 85 3.52 75 3.18 79 3.35

24 諏訪郡 4 0.18 12 0.54 18 0.83 42 1.94 24 諏訪郡 20 1.87 27 2.47 41 3.83 61 5.70

25 下伊那郡 22 0.64 26 0.78 31 0.95 47 1.43 25 下伊那郡 56 3.02 59 3.20 72 3.99 91 5.04

26 東筑摩郡 7 0.62 4 0.38 4 0.38 12 1.15 26 東筑摩郡 1 0.89 3 3.06 4 4.30 5 5.38

27 木曽郡 11 0.92 11 0.93 9 0.78 16 1.39 27 木曽郡 27 4.08 24 3.82 30 4.77 36 5.72

28 北安曇郡 4 0.26 7 0.46 12 0.82 24 1.64 28 北安曇郡 21 2.36 20 2.25 16 1.91 24 2.86

29 埴科郡 2 0.25 1 0.13 3 0.40 5 0.67 29 埴科郡

30 上高井郡 2 0.19 4 0.39 3 0.31 4 0.41 30 上高井郡 5 0.97 7 1.34 11 2.14 11 2.14

31 下高井郡 0 0.00 1 0.11 2 0.23 9 1.03 31 下高井郡 12 2.25 14 2.64 13 2.66 16 3.27

32 上水内郡 3 0.31 7 0.73 6 0.63 21 2.22 32 上水内郡 16 2.68 17 3.13 12 2.32 19 3.68

33 下水内郡 33 下水内郡

541 0.48 530 0.48 706 0.64 1,378 1.26 1,668 2.71 1,689 2.79 1,881 3.19 2,678 4.54長野県 長野県

全国在籍比（％）

29年度

（非公表）

（非公表）

（非公表）

(非公表)

※調査名：長野県調査「平成29年度長期欠席児童生徒の状況報告書（年間）調査①」
※平成30年4月1日現在の市町村の区割りとする。
※市郡別数値は、組合立学校及び県立中学校、国立・私立を除く。
※長野県数値は、国立・私立を含む。

2.83 3.01 3.25 4.310.42 0.47 0.54 1.12全国在籍比（％）

心の支援課

小学校　　市郡別 中学校　　市郡別

番号

不登校 長期欠席

番号

不登校 長期欠席

27年度 28年度 29年度 29年度 27年度 28年度 29年度

28年度調査までは欠席理由が二つ以上ある（例えば「病気」と「不登校」）者は、長期欠席の区分「その他」に分類したが、

29年度調査から、欠席理由が二つ以上ある場合、主な理由を一つ選び、「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」(家庭

の事情等)のいずれかに分類するよう変更になった。



１　中途退学者数及び中途退学率の年度別推移

24 25 26 27 28 29

549 1,066 698 710 617 592

▲ 49 - ▲ 368 12 ▲93 ▲25

 県 1.1 1.6 1.1 1.1 1.0 0.9

全国 1.5 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3

２　中途退学の理由

全国
人数（人） 構成比（％） 構成比（％）

18 3.0 7.6

260 43.9 34.9

156 26.4 34.7

27 4.6 4.3

12 2.0 1.8

27 4.6 4.2

35 5.9 3.9

57 9.6 8.6

592 100.0 100.0

平成29年度　高等学校中途退学者の状況について
（公立・私立高等学校）

中途
退学率

(％)

心の支援課

年度

家庭の事情

中途退学者数
合計

前年度増減

病気、けが、死亡

経済的理由

問題行動等

その他の理由

合　　　計

県
平成29年度

退学理由

学業不振

学校生活・学業不適応

進路変更

(注) １ 調査名:文部科学省「平成29年度児童生徒の問題行動･不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
２ 平成24年度までは、公立学校全日制・定時制課程の数値
３ 平成25年度からは、公立、私立学校、全日制・定時制・通信制課程の数値
４ 平成29年度調査対象校：県内公私立・高等学校115校
５ （中途退学率）＝（中途退学者数）÷（年度当初の在籍者数）×100 〔％〕
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0

～
～

・高等学校中途退学者数は前年度に比べ25人減少
・中途退学率は0.9％（前年度比－0.1％）

・県全体の構成比では、「学校生活・学校不適応」が43.9％、次いで「進路変更」が26.4％となっている。



３ 現状と取組の方向性 

（１）現状 

   ・高等学校中途退学者数は前年度に比べ 25人減少 

   ・過去 5年間の中では最少 

 

（２）取組の方向性 

① 学校生活・学業不適応の早期発見と早期対応 

・入学前後、中高連携による生徒支援に関わる丁寧な情報の共有、引継ぎ 

・入学時のオリエンテーションなどを利用したスムーズな高校生活への移行 

・生徒たちの良好な人間関係づくりを支援する取組を推進 

・教職員と生徒の良好な人間関係や信頼関係づくりを推進（学校生活アンケート等の実施） 

 

 

② 基礎学力の定着や学習意欲を高めるための授業改善及び学習支援の工夫 

・生徒の実態に合わせ、授業の方法や教材などを工夫した「わかる授業」の実践 

・学習の躓きや基礎的な学力に不安をもつ生徒への「学びなおし」講座や補習授業等の実施 

・高校生活の目的意識を高めるためのキャリア教育の推進 

 

③ 不安や悩みを抱える生徒への相談支援体制の充実 

・教育相談コーディネーターの役割を明確化 

・「不登校への対応の手引き（改訂版）」を活用した職員研修の実施 

（未然防止、早期発見、早期支援） 

・アンケートとショート面接を活用した相談体制の充実 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による相談支援体制の充実 

 

④ 中途退学者の社会的な自立を見据えた支援の充実 

・学習や就業のための技術習得へ向けた各種学校との連携 

・就業支援に向けてハローワークなどの公共機関や民間支援団体との連携 

・「新たな進路のために（各種相談窓口の案内）」平成 30年度版の活用 
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